
船舶事故調査報告書 

令和７年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年２月２３日 ０９時００分ごろ 

発生場所 福岡県宗像
むなかた

市鐘崎
かねざき

漁港西方沖 

 鐘崎港西防波堤灯台から真方位２２７°８５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５２.６′ 東経１３０°３１.２′） 

事故の概要  貨物船第五寅
とら

福
ふく

丸は、南南西進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和６年２月２８日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第五寅福丸、１９９トン 

 １３５４９８、有限会社大石海運（Ａ社） 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

航海士、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船首部船底に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過  本船は、船長及び航海士ほか２人が乗り組み、塩酸約２２０kℓを積

載し、航海士が単独の船橋当直につき、レーダー及びＧＰＳプロッ

ターを作動させ、波高が約２.５～３.０ｍの宗像市北方沖を約１０

ノットの対地速力で自動操舵により南西進していた。 

 航海士は、沖合の波高が高かったので、陸岸寄りを航行しようと

思い、宗像市地
じ

ノ島と九州本島との間（以下「本件海域」という。）

に向けて変針し、本船を南南西進させた。 

航海士は、地ノ島東方沖で手動操舵に切り替えた後、本件海域を航

行するのが初めてであったものの、自身の操船技術を過信し、ＧＰ

Ｓプロッター画面を見ながら航行すれば、安全に航行できると思い、

本件海域を航行していたところ、突然、衝撃を受け、本船が浅所に乗

り揚げたことに気付いた。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本件海域（海図Ｗ１２２８（玄界灘）抜粋） 

 

 船長は、船長室で休息していたところ、強い衝撃を受け、直ちに昇

橋して本事故の発生を知り、乗組員の負傷の有無及び本船の損傷状況

を確認した後、１１８番通報するとともに、Ａ社に報告した。 

本船は、本事故の翌日、Ａ社が手配した引船により浅所から引き出

され、自力で航行して福岡県福岡市博多港に入港した。 

 本船の喫水は、船首約１.８０ｍ、船尾約３.４０ｍであった。 

 船長は、宗像市沖の海域を航行するに当たり、海図Ｗ１２２８（玄

界灘）に、海上保安庁刊行の九州沿岸水路誌に記載されている針路法

に従って予定針路を記載しており、出港前に、航海当直者に対し、予

定針路の周知及び見張りの注意事項を説明していた。 

航海士は、本件海域を航行するに当たり、予定針路の変更を船長に

報告しておらず、また、海図を確認したり、ＧＰＳプロッター画面を

拡大表示したりして水路調査を行わなかった。 

 海図Ｗ１２３９（倉良瀬戸）によれば、本件海域には浅所が拡延し

ている。 

分析 本船は、波高約２.５～３.０ｍの宗像市北方沖を航行中、航海士

が、より波高が低い陸岸寄りに針路を取る際、あらかじめ船長の了解

をとらずに予定針路を変更し、本件海域の水路調査を行わなかったこ

とから、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

航海士は、本件海域を航行するのが初めてであったものの、ＧＰ

Ｓプロッター画面を見ながら航行すれば、安全に航行できると思った

ことから、本件海域の水路調査を行わなかったものと考えられる。 

航海士は、自身の操船技術を過信していたことから、ＧＰＳプロッ
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ター画面を見ながら航行すれば、本件海域を安全に航行できると思っ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、宗像市北方沖を航行中、船橋当直中の航海士

が、より波高が低い陸岸寄りに針路を取る際、水路調査を行っていな

かったため、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

 航海士は、針路変更について、あらかじめ船長の了解をとっていな

かったものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航海当直者は、初めて航行する海域では、海図を確認したり、Ｇ

ＰＳプロッターの画面を拡大表示したりして航行予定海域の水路

調査を適切に行い、浅所等の位置を把握すること。 

・航海当直者は、航海計画を変更しようとする場合、船長に報告す

ること。 


